
第33回定時株主総会招集ご通知に際しての

法令及び定款に基づくインターネット開示事項

会 社 の 体 制 及 び 方 針
連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表
（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

株式会社エムケイシステム

上記事項につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（https://www.mks.jp/）に掲載するこ
とにより、株主の皆様に提供しております。

　



会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制
　 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制の
整備をするため、2007年９月に「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で決議し、
この方針に基づいた運営を行っております。なお、2021年４月開催の取締役会において、
組織改定に伴い内部統制システム構築の基本方針を改定しております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　a．「企業倫理規程」、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を規
定し、法令・定款及び社会規範を遵守するよう啓蒙・教育活動を推進する。
　b．代表取締役社長は、執行役員管理統括をコンプライアンス総括責任者として任命し、
コンプライアンス体制の構築、維持、整備にあたる。
　c．内部通報制度として、コンプライアンス総括責任者、常勤監査役、顧問弁護士を通報
窓口とする体制を構築し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。通報者は不利益な扱い
を受けない。
　d．監査役は、「監査役会規程」、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行状況を監
査する。法令及び定款に適合しないまたはその恐れがあると判断したときは取締役会で意
見を述べ、状況によりその行為の差止めを請求できる。
　e．内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、取締役及び使用人の法令・定款及び社
内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施
し、代表取締役社長及び監査役にその結果を報告する。

② 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　a．株主総会及び取締役会及び執行役員会議の議事、その他重要な情報については、法令
及び「文書管理規程」他の諸規程に基づき、適切に記録し、定められた期間保存する。
　b．代表取締役社長は、取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理につい
て、管理統括を総括責任者として任命する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　a．リスク管理に関し、必要な規程及びマニュアルを整備し、横断的な会合を行うことで、
リスクの早期発見と未然防止を図る。
　b．代表取締役社長は、リスク管理体制を明確化するため、執行役員管理統括をリスク管
理に関する総括責任者として任命する。
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④ 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　a．取締役会は、「取締役会規程」に基づき、月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて
臨時取締役会を招集し、法定事項・重要事項の決議及び業務執行状況の報告を行う。
　b．執行役員会議は、「会議運営規程」に基づき、月１回の定時開催のほか、必要に応じて
臨時の招集を行い、重要事項の決議及び業務執行状況の報告を行う。
　c．「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等、各種社内規程を整備し、権限委譲及
び責任の明確化を図り、効率的かつ適正な職務の執行が行われる体制を構築する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　a．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
　子会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況について、報告を求めるととも
に、体制整備のために必要な支援及び助言を行う。
　b．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　子会社におけるリスク管理状況について、報告を求めるとともに、リスクの発生に関す
る未然防止や、リスクが発生した際は、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整える。
　c．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　適切なグループ経営体制の構築のため、所管部門を定め、必要に応じ役職員の派遣を行
う。
　d．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
　子会社における経営状況等について、適時適切な報告を求めるとともに、必要に応じ承
認及び助言を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項
　a．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と
協議のうえ、内部監査担当者を監査役を補助すべき使用人として指名することができる。
　b．補助すべき使用人の任命、解任、人事異動等については、監査役会の同意を得たうえ
で決定することとする。
　c．指名された使用人への指揮命令権は、監査役が指定する補助すべき期間中は監査役に
移譲されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。
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⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
　a．監査役は、必要に応じていつでも、取締役会及びその他重要と思われる会議に出席し、
取締役等からその職務の執行状況を聴取する。
　b．監査役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び
使用人に報告を求めることとする。
　c．監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保する体制とする。

⑧ 監査役の職務の遂行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の遂
行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたとき
は、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用ま
たは債務を処理するものとする。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　a．監査役は、毎月１回以上監査役会を開催し、監査役間の情報交換・協議を行うことに
より、監査の実効性を高める。
　b．監査役は、代表取締役社長、監査法人、内部監査担当者と定期的に会合を持ち、それ
ぞれ意見交換を行うことにより監査の実効性を高める。

⑩ 財務報告の適正性を確保するための体制
　財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を
強化し、その運用体制を構築する。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制
　反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力との取引を一切遮断するとともに、
反社会的勢力からの被害を防止する体制とする。

（2）業務の適正を確保する体制の運用状況
　当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間（当事業年度の末日から遡っ
て１か年）における実施状況は次のとおりであります。

①取締役会を19回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関す
る重要事実を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款
等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。

― 4 ―

　



②監査役会を17回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、
業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について監
査いたしました。

③財務報告への信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評
価を実施いたしました。また、決算開示資料については、取締役会に付議したのち開示を
行うことにより適正性を確保いたしました。

④当社取締役の内、複数名が子会社の取締役を兼任しており、「関係会社管理規程」に基づ
き、子会社の状況に応じた管理・監督を行いました。なお、当社常勤監査役が子会社の監
査役を兼任しております。

⑤情報セキュリティ対策として、個人情報を含めた会社の機密情報の漏えい防止を目的とし
た社員教育を実施したほか、文書やデータの管理・廃棄方法のさらなる厳格化を図りまし
た。

⑥経営と業務執行の分離を図り、業務執行の権限と責任を明確にすることにより業務執行の
迅速性・機動の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。

⑦法令遵守体制の点検・強化を推進するため、コンプライアンス委員会を設置しておりま
す。

（注） 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（自
至

2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 219,110 197,457 854,151 △466 1,270,251
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △43,420 △43,420
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 138,053 138,053

自 己 株 式 の 取 得 △32 △32
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 94,633 △32 94,600
当 期 末 残 高 219,110 197,457 948,784 △499 1,364,852

非 支 配 株 主 持 分純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 34,303 1,304,555
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △43,420
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 138,053

自 己 株 式 の 取 得 △32
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 3,252 3,252

当期変動額合計 3,252 97,854
当 期 末 残 高 37,557 1,402,410
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
　
Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 １社
連結子会社の名称
株式会社ビジネスネットコーポレーション
　

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
　

３．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産
商品
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま
す。
仕掛品
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く。）及び2016年４
月１日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～50年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ２～15年

②無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエアについては５年、販売用ソフトウエアについては３年の定額
法により償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準
賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担分を計上しており
ます。

（4）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

②のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間（10年）で均等
償却することとしております。

Ⅱ．表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）
を当連結会計年度より適用し、（会計上の見積りに関する注記）を開示しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
のれん
・当連結会計年度計上額 213,740千円
・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

のれんの減損の兆候の判定については、株式会社ビジネスネットコーポレーションの営
業活動から生ずる損益の悪化、資産の回収可能価額を著しく低下させる当該資産の使用範
囲や方法の変化、関連する経営環境の著しい悪化、資産の市場価格の著しい下落の有無を
確認しています。また、株式会社ビジネスネットコーポレーションに減損の兆候があると
判定した場合、同社の事業計画を基に見積られた割引前将来キャッシュ・フローの総額と
のれんを含む固定資産の帳簿価額を比較して、減損損失の認識の判定を行っています。の
れんの減損の兆候の判定及び減損損失の認識の判定には、将来の事業計画に考慮されてい
る仮定や固有の判断が大きく影響するものであり、当初の事業計画と実績に乖離が生じた
場合、翌年度以降の連結計算書類において、のれんの金額に重要な影響を与える可能性が
あります。
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Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 174,563千円

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当連結会計年度

期首株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

(1) 発行済株式
普通株式 5,428,000 ― ― 5,428,000

合 計 5,428,000 ― ― 5,428,000
(2) 自己株式
普通株式 474 32 ― 506

合 計 474 32 ― 506
（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．剰余金の配当に関する事項
（1）配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2020年６月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 43,420千円 8円 2020年３月31日 2020年６月26日

　
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度に
なるもの
決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2021年６月22日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 43,419千円 8円 2021年３月31日 2021年６月23日
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Ⅵ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得し
た資金を投入し、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。デリバティブ取引に
ついては借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針
です。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク軽減を図っておりま
す。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表
には含まれておりません。

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 644,492 644,492 -
（2）売掛金 467,416 467,416 -

資 産 計 1,111,909 1,111,909 -
（1）買掛金 45,006 45,006 -
（2）未払金 98,889 98,889 -
（3）未払費用 37,730 37,730 -
（4）未払法人税等 45,235 45,235 -
（5）未払消費税等 11,841 11,841 -
（6）長期借入金(※) 486,155 485,609 △545

負 債 計 724,857 724,312 △545
(※) １年内返済予定のものを含んでおります。
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（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

負 債
(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払費用、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。

(6)長期借入金
長期借入金については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされているものは、当
該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想
定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 連結貸借対照表計上額（千円）

差入保証金 161,362
差入保証金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。

　
（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 644,492 - - -
売 掛 金 467,416 - - -

　
（注４）長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

長期借入金 233,304 252,851 - -

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 251円47銭
２．１株当たり当期純利益 25円44銭

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
（自
至

2020
2021

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

（単位：千円）

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式 株 主 資 本合 計資 本
準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他
利益剰余金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 219,110 186,110 12,180 198,290 997,512 △466 1,414,445 1,414,445

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △43,420 △43,420 △43,420

当 期 純 利 益 151,614 151,614 151,614

自己株式の取得 △32 △32 △32

当期変動額合計 － － － － 108,194 △32 108,161 108,161

当 期 末 残 高 219,110 186,110 12,180 198,290 1,105,706 △499 1,522,607 1,522,607

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．たな卸資産の評価基準及び評価方法
商 品
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しておりま
す。

２．固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く。）及び2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８～50年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ３～15年

②無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエアについては５年、販売用ソフトウエアについては３年の定額法
により償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

４．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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Ⅱ．表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）
を当事業年度より適用し、（会計上の見積りに関する注記）を開示しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
関係会社株式
・当事業年度計上額 626,685千円
・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

関係会社の財務諸表を基礎として算定した１株当たりの純資産額に、買収時に認識した
超過収益力を反映させたものを実質価額として、当該実質価額と取得原価とを比較し、減
損処理の要否を判定しております。超過収益力については、事業計画の達成状況や将来の
事業計画の達成可能性を検討することで、当該超過収益力が減少していないかどうかを判
断しております。超過収益力が減少していないかどうかの判断については、将来の事業計
画に考慮されている 仮定や固有の判断に大きく影響を受けることから、当初の事業計画
と実績に乖離が生じた場合、 翌年度以降の計算書類において、関係会社株式の金額に重
要な影響を与える可能性があります。

Ⅳ．貸借対照表に関する注記
１ 有形固定資産の減価償却累計額 173,230千円

２．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
関係会社に対する短期金銭債権 4,907千円

Ⅴ．損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
営業取引（収入分） 41,364千円
営業取引以外の取引（収入分） 32,656千円
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Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数
普通株式 506株

Ⅶ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 3,118千円
賞与引当金 15,426千円
未払費用 2,313千円
減価償却超過額 3,601千円
その他 199千円
繰延税金資産小計 24,659千円
評価性引当額 △199千円
繰延税金資産合計 24,459千円

Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記
（単位：千円）

種 類 会社等
の名称

議決権等の
所有(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

連結子会社
株式会社ビジ
ネスネットコ
ーポレーショ

ン

所有
直接88.1％ 役員の兼任 家賃の受取

(注1) 28,525 未収入金 4,826

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．家賃の決定については、市場取引価格等を勘案し、合理的に決定しております。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 280円54銭
２．１株当たり当期純利益 27円93銭

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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